
変 更 理 由 

 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、都市計画法第６条の２に

規定され、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに、その実現

に向けての大きな道筋を明らかにする、当該都市計画区域における都市計画の

基本的な方向性を示すものであり、都市計画の目標をはじめとし、区域区分の

決定の有無及び区域区分を定める際の方針、主要な都市計画の決定の方針につ

いて定めている。 

 

平成 12 年の都市計画法の改正により、全ての都市計画区域について「都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針」を定めることが新たに規定されたもので

あり、本都市計画区域においても、平成 19 年４月に当初都市計画決定した後、

平成 23 年３月、平成 28 年３月及び令和３年３月の計３回、定期変更を行って

いる。 

 

今回、都市計画法第６条に規定され、概ね５年ごとに実施する都市計画に関

する基礎調査において、当該都市の発展の動向、人口及び産業の現状、将来の

見通し等を確認した。これらを勘案し、長期的視点に立った都市の将来像、都

市計画の基本的な方向性等を見直すため、「都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針」を本案のとおり変更するものである。 

       


